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令和４年 第４回（９月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

認定第２号及び認定第３号の２件について、審査の経過と結果を

ご報告いたします。 

まず、『認定第２号 令和３年度筑紫野市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定』の件について、ご報告いたします。 

執行部から、歳入歳出決算事項別明細書及び関係資料により事業

概要、決算状況等の説明を受けました。 

委員会では、金額ベースでのジェネリック医薬品普及率は、との

質疑があり、執行部からは、６０．５％、約２億７，１００万円で

ある、との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって認定すべきものと決

しました。 

 

次に、『認定第３号 令和３年度筑紫野市住宅新築資金等貸付事

業特別会計歳入歳出決算の認定』の件について、ご報告いたします。 

執行部から、歳入歳出決算書及び関係資料により決算状況等の説

明を受けました。 

委員会では、最終的には基金をどうするのか、との質疑があり、

執行部からは、当該事業については、一般会計から繰り入れた経緯

があるため、本特別会計事業が終了した時点で、国・県への補助金

を整理し、残った金額について一般会計へ戻す考えを持っている、
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との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって認定すべきものと決

しました。 

以上、報告を終わります。 
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令和４年 第４回（９月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

『認定第６号 令和３年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定』の件について、審査の経過と結果をご報告いた

します。 

執行部から、歳入歳出決算事項別明細書及び関係資料により、事

業概要、決算状況、医療費の財源内訳、保険料収納状況等の説明を

受けました。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって認定すべきも

のと決しました。 

以上、報告を終わります。 
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令和４年 第４回（９月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

認定第９号から認定第１１号までの３件について、審査の経過と

結果をご報告いたします。 

まず、『認定第９号 令和３年度筑紫野市二日市財産区特別会計

歳入歳出決算の認定』の件について、ご報告いたします。 

執行部から、歳入歳出決算事項別明細書による説明とあわせて、

積立金累計が令和３年度末現在、６，４８０万５，０５３円である

との説明を受けました。 

 また、本決算については、令和４年８月２２日に二日市財産区管

理会の同意を得たとの報告を受けました。 

委員会では、財産運用収入について、予算現額と調定額に差がある

理由は、との質疑があり、執行部からは、湯町区の防災倉庫用地貸

付料について、当初、固定資産評価額をもとに貸付料を算出してい

たが、その後、湯町区と協議し、減額したためである、との答弁が

ありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって認定すべきものと決

しました。 

 

次に、『認定第１０号 令和３年度筑紫野市御笠財産区特別会計

歳入歳出決算の認定』の件について、ご報告いたします。 

 執行部から、歳入歳出決算事項別明細書による説明とあわせて、
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積立金累計が令和３年度末現在、１，９３９万７，９２９円である

との説明を受けました。 

 また、本決算については、令和４年８月２４日に御笠財産区管理

会の同意を得たとの報告を受けました。 

委員会では、木材の売却時期をどのように決めているか、との質

疑があり、執行部からは、森林を保安するための森林計画等に基づ

き売却を行っている、との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって認定すべきものと決

しました。 

 

次に、『認定第１１号 令和３年度筑紫野市平等寺山財産区特別

会計歳入歳出決算の認定』の件について、ご報告いたします。 

 執行部から、歳入歳出決算事項別明細書による説明とあわせて、

積立金累計が令和３年度末現在、５，９５４万８，５７２円である

との説明を受けました。 

また、本決算については、令和４年８月２３日に平等寺山財産区

管理会の同意を得たとの報告を受けました。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって認定すべきも

のと決しました。 

以上、報告を終わります。 
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令和４年 第４回（９月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

議案第３６号から議案第３９号の４件について、審査の経過と結

果をご報告いたします。 

まず、『議案第３６号 筑紫野市個人情報の保護に関する法律施

行条例の制定』の件について、ご報告いたします。 

本件は、個人情報の保護に関する法律の一部改正が、令和５年４

月１日から施行されることに伴い、条例を新規制定するものです。 

委員会では、開示決定の期限の特例に関する条文中、「相当の期

間」という表記について、明確に規定することができないか、との

質疑があり、執行部からは、国の法律に準じて相当の期間と規定し

ているが、まずは、開示決定の期限を一義的に守っていきたい、と

の答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 

次に、『議案第３７号 筑紫野市議会議員及び筑紫野市長の選挙

における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

の制定』の件について、ご報告いたします。 

本件は、公職選挙法施行令に規定する選挙運動の公費負担の限度

額引き上げに伴い、本市の公費負担の限度額を改正し、また、市が

公費負担できるものについて追加するため、条例の一部を改正する
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ものです。 

委員会では、本改正内容について、選挙管理委員会で審議された

のか、との質疑があり、執行部からは、改正内容を説明し、了解を

得ている、との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 

次に、『議案第３８号 筑紫野市職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例の制定』の件について、ご報告いたします。 

本件は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び

雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に

伴い、育児休業の取得回数制限の緩和等の措置を講じるため、条例

を改正するものです。 

委員会では、会計年度任用職員に対し、どのように制度周知する

のか、との質疑があり、執行部からは、会計年度任用職員に対して

配付する休暇制度等の記載された手引きを改訂し、周知することを

考えている、との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 

次に、『議案第３９号 筑紫野市手数料条例等の一部を改正する

条例の制定』の件について、ご報告いたします。 
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本件は、個人情報の保護に関する法律の一部改正が令和５年４月

１日から施行されることに伴い、同法第８９条第２項の規定により、

開示請求の手数料を無料とする旨を規定するほか、所要の変更を行

うため、条例の一部を改正するものです。 

委員会では、条例の運用状況について議会へ報告する旨の規定を

削除する理由は、との質疑があり、執行部からは、法律に準じ議会

を適用除外としているためであるが、規定を削除した場合でも、今

後も、運用状況については議会へ報告したい、との答弁がありまし

た。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 
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令和４年 第４回（９月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

議案第４４号及び議案第４５号の２件について、審査の経過と結

果をご報告いたします。 

まず、『議案第４４号 令和４年度筑紫野市一般会計補正予算（第

４号）』の件について、ご報告いたします。 

本件の歳出予算の主な内容は、公共施設等整備基金への積立とし

て７億２，５０６万８千円、自宅療養者への支援である自宅療養者

食料物資支援事業として１，０００万円、私立保育所等への支援で

ある保育所等給食支援費補助事業として１，７６４万円の増額など

をするものです。 

委員会では、自宅療養者食料物資支援事業について、市民への 

周知方法は、との質疑があり、執行部からは、市ホームページの 

トップページに掲載し、目に入りやすくしており、また、医師会へ

の再周知に加え、今後は、民生委員へも再周知を予定している、と

の答弁がありました。 

また、一委員から、保育所等給食支援費補助事業について、各施

設に対しどのような補助を行うのか、との質疑があり、執行部から

は、昨年の給食材料費との差額を補助する、との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって、原案のとおり可決 

すべきものと決しました。 
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次に、『議案第４５号 令和４年度筑紫野市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第１号）』の件について、ご報告いたします。 

本件の主な内容は、歳出については、傷病手当金を１２６万５千

円増額し、歳入については、保険給付費等交付金を同額増額し、歳

入歳出それぞれ２，５９４万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ１００億４，４４４万６千円とするものです。 

委員会では、傷病手当金を増額した理由は、との質疑があり、執行

部からは、新型コロナウイルス感染症のオミクロン株が流行し、申

請件数が増加したためである、との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって、原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 
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令和４年 第４回（９月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

議案第４７号及び議案第４８号の２件について、審査の経過と結

果をご報告いたします。 

『議案第４７号 令和４年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第１号）』の件について、ご報告いたします。 

本件の主な内容は、歳出については、令和３年度広域連合納付金

の保険料等負担金の精算額が確定したため、４，３０３万２千円を

増額し、歳入については、前年度繰越金を増額するものであり、歳

入歳出それぞれ４，４５９万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ２６億２，８０３万２千円とするものです。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第４８号 令和４年度筑紫野市一般会計補正予算（第

５号）』の件について、ご報告いたします。 

本件の歳出予算の内容は、住民税非課税世帯等への緊急支援給付

金支給事業として６億１，６００万２千円、オミクロン株に対応す

る新型コロナウイルスワクチン接種事業として２億８，１８７万６

千円の増額をするものです。 

委員会では、新型コロナウイルスワクチン接種事業について、２

回接種を終了している１２歳以上の市民が対象とのことだが、人数
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は、との質疑があり、執行部から、約８万５千人と見込んでいる、

との答弁がありました。 

また、住民税非課税世帯等への緊急支援給付金支給事業について、

これまで申請実績がある家計急変世帯に対し、どのように周知する

のか、との私からの質疑に対し、執行部から、給付金の対象になる

と確認できる方については、市からお知らせしたいと考えている、

との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 

 

 

 


